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電子申請マニュアル（応募申請）
第６回公募

独立行政法人中小企業基盤整備機構

202６月4月1４日 版

https://shoryokuka.smrj.go.jp/

中小企業省力化投資補助事業（一般型）



電子申請マニュアル（応募申請）について

本マニュアルは中小企業省力化投資補助金の応募申請を行う際の電子システムの操

作や注意点について記載した資料です。

申請要件や留意事項については必ず「公募要領」にて、申請の対象であることを確認

してください。

注意点

• 本事業の申請は、電子申請システムのみで受け付けます。入力については、申請

者自身が本マニュアルに従って作業してください。

• 入力情報については、必ず申請者自身がその内容を理解、確認の上、申請者自身

が申請してください。

※申請者自身による申請と認められない場合には、当該申請は不採択となります。

• スマートフォン、タブレットでは操作できません。PCをご準備ください。

• 応募申請手続きの中に、メールアドレスによる認証があります。認証コードの発

行には時間を要する場合がありますので、締切日は特に時間に余裕をもってお

手続きください。

なお、認証コードの不達により締切時間に提出が間に合わなかった等、いかなる

理由でも締切以降の提出は受け付け致しませんのでご了承ください。

GビズIDについて

本事業の申請は、GビズIDプライムアカウントを取得のうえ、電子申請システムによ

り申請いただきます。

GビズIDプライムアカウントの発行には、一定期間を要しますので、お早めにご準備

いただきますようお願いいたします。

GビズID について https://gbiz-id.go.jp/top/
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応募申請の流れ

マイページ

提出・再提出
事務局
審査

不備がある場合、差し戻します。

差し戻し

応募申請は申請システムのマイページから開始し事務局へ提出してください。

提出の前には、申請情報や書類に不備や不足がないことを必ずご確認ください。

申請された内容に不備がある場合は、事務局から差し戻しを行いますので、

指定された訂正期限までに修正を行い、再提出をしてください。

不備が解消しない場合や提出期限までに再申請されなかった申請は、不採択とし

て取り扱います。

以下のタイミングでメールが送信されます。事務局からのメールは必ずご確認ください。

• 応募申請の提出が完了したことを通知

• 事務局から差し戻しを行ったことを通知

• 採否が決定したことを通知

迷惑メールフィルターの設定によってはメールが受信できない場合があります。
「shoryokuka.smrj.go.jp」からのドメインのメール受信を許可してください。
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応募申請を始める

応募申請は本事業のホームページから始めることができます。

一般型トップページの右上にボタンが
あります。

GビズIDにてログインをしてください。

マイページトップ画面の新規申請
ボタンから応募申請が開始できます。

作成中の申請は編集ボタンから申請
を再開することができます。

5

5

過去公募回にて採択された事業者、他の
公募回に申請中の事業者は本回へ申請
はできません。また、本公募回に申請中
は、次回公募回には申請できません。

申請データは公募回ごとに新規作成が必
要です。期限切れとなった申請データは
次回以降の公募回で利用することはで
きませんのでご注意ください。



応募申請ステータスについて

申請画面のボタンについて

応募申請手続きは①～⑫まであります。
各画面の上部にて手続きの進行状況を表示しています。

❶ 宣誓・手引き

❷ 基本情報

❸ 要件

❹ 加点項目

❺ 事業計画及び作成者情報

❻ 最低賃金及び特例希望

❼ 事業計画数値

❽ 経費明細｜資金調達内訳

❾ 書類添付

➓ アンケート

⓫ メールアドレス認証

⓬ 確認

【応募申請】作成中  応募申請が新規作成され入力中です。

【応募申請】申請期限切れ 作成中の応募申請の公募締切日が過ぎています。

【応募申請】申請済  応募申請が事務局へ提出されています。

【応募申請】採択  採否が決定し補助金交付候補者として採択されています。

【応募申請】不採択  採否が決定し不採択となっています。

電子システムでの応募申請について

前画面へ戻ります。

次ページへ進みます。
入力や添付が完了したら次へ進めてください。

申請内容が一時保存されます。途中で申請画面を閉じる際に
は一時保存するようご注意ください。

⓬ 確認画面にて❶～⓫の画面に遷移します。

経費や計画値が計算されます。

マイページトップ画面にて確認できます。
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❶ 宣誓・手引き - ❷ - ❸ - ❹ - ❺ - ❻ - ❼ - ❽ - ❾ - ❿ - ⓫ - ⓬

宣誓項目の確認画面です。

宣誓事項

本事業に申請するにあたっての宣誓、
遵守事項になります。１つでも該当
しない場合は申請できません。

１

7

１
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❶ - ❷ 基本情報 - ❸ - ❹ - ❺ - ❻ - ❼ - ❽ - ❾ - ❿ - ⓫ - ⓬

１

法人で申請する場合

履歴事項全部証明書に記載のあ
る項目を参照し、同じ情報を入力
してください。

なお、履歴事項全部証明書は、申
請時点にて最新の情報が記載さ
れているものをご準備ください。

注意点

組織形態（法人で申請する場合）

組織形態を選択してください。当て
はまらない場合は申請の対象とはな
りません。

１

2

基本情報の入力画面です。

8

従業員数

応募申請時点での常勤従業員数に
該当する人数を入力してください。

※公募要領2-1参照

従業員が０名の事業者は申請できま
せん。

2
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❶ - ❷ 基本情報 - ❸ - ❹ - ❺ - ❻ - ❼ - ❽ - ❾ - ❿ - ⓫ - ⓬

自身の該当する業種

主たる事業の業種を入力してくだ
さい。主たる業種とは、売上高・付
加価値額・従業員数などの経営指標
が最も多くの割合を占める事業を
指します。

3

担当者メールアドレス

⓫にてメールアドレスの認証をしま
す。認証コード発行を押してから次
へ進んでください。

なお、認証コード発行には時間を要
することがありますので、発行後、
応募申請手続きを進めてください。

※認証コードに有効期限はありませ
んがメールアドレスを編集した際は、
再度認証コードの発行が必要です。

4

認証コードを発行してください。

3

4
迷惑メールフィルターの設定に
よってはメールが受信できない場
合があります。
「shoryokuka.smrj.go.jp」か
らのドメインのメール受信を許可
してください。

注意点

9

基本情報の入力画面です。
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❶ - ❷ - ❸ 要件 - ❹ - ❺ - ❻ - ❼ - ❽ - ❾ - ❿ - ⓫ - ⓬

2
小規模企業者/小規模事業者

該当する事業者はチェックを入れて
ください。自動判定は行いませんの
で該当する場合でもチェックが入っ
ていないと、1/2の補助率を適用し
ます。

１
1

再生事業者

再生事業者として申請する場合には
チェックをいれてください。交付申
請にて再生事業者の確認書を提出
いただきます。

【指定様式】再生事業者に係る確認
書等一式は本事業のホームページよ
りダウンロードできます。

2

3

みなし大企業（法人の申請のみ）

法人の申請の確認項目です。

3

要件の確認画面です。

10

4

両立支援のひろば

従業員数21名以上の場合ですでに
公表している場合はURLを入力し
てください。

交付申請までに公表する場合は宣
誓ボックスにチェックを入れてくだ
さい。

4
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❶ - ❷ - ❸ 要件 - ❹ - ❺ - ❻ - ❼ - ❽ - ❾ - ❿ - ⓫ - ⓬

5

国の他の助成制度との重複確認

該当する場合は「はい」にチェックを
いれ、【指定様式】他の助成制度の利
用実績確認書に詳細を記入のうえ提
出してください。

※該当しているのにもかかわらず、
申告がない場合は不採択となる場
合がありますのでご注意ください。

5

注意点

11

要件の確認画面です。
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❶ - ❷ - ❸ - ❹ 加点項目 - ❺ - ❻ - ❼ - ❽ - ❾ - ❿ - ⓫ - ⓬

1

事業継続力強化計画

連携型も加点の対象となります。

１

加点項目の確認画面です。

12

2

紙申請で認定を受けた場合は、「紙
申請」と入力してください。

2
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❶ - ❷ - ❸ - ❹ 加点項目 - ❺ - ❻ - ❼ - ❽ - ❾ - ❿ - ⓫ - ⓬

加点項目の確認画面です。

13
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❶ - ❷ - ❸ - ❹ - ❺ 事業計画名及び作成者情報 - ❻ - ❼ - ❽ - ❾ - ❿ - ⓫ - ⓬

1

事業計画名、事業計画の概要

【参考様式】事業計画書（その１・その
２）にて作成した内容を入力してくだ
さい。

１

3

事業計画名及び作成者情報についての入力画面です。

14

事業計画に生成AIの導入を含む場
合はチェックをいれてください。

34

カタログ注文型のカテゴリに該当す
る製品を導入する場合はチェックを
入れてください。

4

補助事業の主たる実施場所

補助事業を実施する場所を入力して
ください。

主たる実施場所とは
補助事業を実施する場所のうち、従
業員数の一番多い場所を指します。

5

5

2

事業計画に機器装置の導入を含ま
ない場合はチェックを入れてくださ
い。

2
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❶ - ❷ - ❸ - ❹ - ❺ 事業計画名及び作成者情報 - ❻ - ❼ - ❽ - ❾ - ❿ - ⓫ - ⓬

9

事業計画作成支援者情報

支援者がいない場合は「支援者な
し」にチェックを入れてください。
作成の支援を受けた場合は各欄に
必ず入力してください。〇は入力必
須です。

支援を受けているにも関わらず情
報が記載されていないことが明ら
かになった場合には、申請にかかる
虚偽として扱う場合があります。

9

注意点

6

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

事業実施場所が複数ある場合

主たる実施場所を入力し、その他の
実施場所は【指定様式】事業実施場
所リストに入力のうえ提出してくだ
さい。

6

15

7

イノベーション製品応援プログラム
への参加

参加する場合はチェックをいれてく
ださい。詳細はこちらからご確認く
ださい。
https://shoryokuka.smrj.go.j
p/assets/pdf/innovation_sup
port_program_outline.pdf

7

事業計画名及び作成者情報についての入力画面です。

8

関税影響事業者の申告

関税影響事業者（米国の追加関税措
置による影響を受けており審査にて
考慮を希望する事業者）は申告をし
てください。

8

https://shoryokuka.smrj.go.jp/assets/pdf/innovation_support_program_outline.pdf
https://shoryokuka.smrj.go.jp/assets/pdf/innovation_support_program_outline.pdf
https://shoryokuka.smrj.go.jp/assets/pdf/innovation_support_program_outline.pdf
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❶ - ❷ - ❸ - ❹ - ❺ - ❻ 最低賃金及び特例希望 - ❼ - ❽ - ❾ - ❿ - ⓫ - ⓬

1

大幅賃上げに係る補助上限額の引
き上げ、または最低賃金引き上げに
係る補助率引き上げを希望する場
合はチェックを入れてください。

適用するには、追加の要件や返還要
件があります。必ず公募要領にてご
確認ください。

１

2

５－３．補助事業の主たる実施場所
で入力した都道府県の地域別最低
賃金が表示されています。

主たる事業実施場所の最低賃金を
入力してください。

複数の事業場で補助事業を実施す
る場合、基本要件および大幅賃上げ
特例における事業場内最低賃金に
関する要件については、事業場内最
低賃金が最も低くなる事業場のもの
を用いて達成有無を判定します。
応募時に本箇所で入力いただく値に
ついては参考値となります。

2

最低賃金及び特例についての入力画面です。

注意点

16
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❶ - ❷ - ❸ - ❹ - ❺ - ❻ - ❼ 事業計画数値 - ❽ - ❾ - ❿ - ⓫ - ⓬

事業計画の目標

賃上げ加点や引き上げの特例に
チェックを入れた場合その目標値が
表示されています。

① 労働生産性の年平均成長率
事業計画期間において毎年この目
標以上の計画を策定してください。

② 1人当たり給与支給総額の年平均
成長率
事業計画期間終了時点にこの数値
以上となる目標値を設定した事業計
画を策定してください。

③最低賃金の目標値
計画値の入力はありませんので参考
にしてください。

１

事業計画年数

3年～5年で計画年数を設定してく
ださい。ただし、事業計画値の入力
は全事業者5年分必要です。

補助事業完了予定日の属する事業
年度（事業者の決算年度）の翌年度
を1年目として5年の計画をたてて
ください。

2

労働生産性、１人当たり給与支給総額
のどちらも入力した後計算ボタンを
押してください。

1

3

入力項目です。

目標を達成する数値を表示しています。

2

事業計画数値の入力画面です。

17

4

【指定様式】事業計画書（その３）
作成時に事業計画の表のキャプチャを
貼り付ける必要があります。
計算ボタンを押し、エラーがでない状
態で計画値の表のキャプチャをとって
ください。計画が未達のままキャプ
チャを添付しないようご注意ください。

注意点

年平均成長
率を達成す
るための目
標値を参考
で表示して
います。

1人当たり給与支給総額の計画値

直近の従業員数が０名、または計画
期間において従業員数が０名となる
計画では申請できません。
基準年度の対象となる従業員は「【指
定様式】１人当たりの給与支給総額の
確認書」を作成のうえ算出してくださ
い。

4

労働生産性の計画値

労働生産性の計画を策定してくださ
い。

3

ここで策定した計画値が、効果報
告時に要件の達成有無を判定す
る際に用いられますので、無理
のない計画作成をしてください。

重要
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❶ - ❷ - ❸ - ❹ - ❺ - ❻ - ❼ - ❽ 経費明細｜資金調達内訳 - ❾ - ❿ - ⓫ - ⓬

（A）事業に要する経費

事業に要する経費の内訳を税込み
で入力してください。

（B）補助対象経費

（A）のうち補助対象経費とする額を
税抜きで入力してください。

2

1

経費明細を入力いただきま
すが、ここで入力した補助対
象経費の全額に対して、補
助金の交付を確定するもの
ではありません。

補助金交付候補者として採
択後、交付申請を行い、内容
を改めて精査のうえ交付額
を決定し通知します。

重要

3

機械装置・システム構築費について
は、可能な限り（C）積算基礎を記載
してください。

3

経費明細の入力画面です。

18

ファイナンス・リースの利用について
「はい」か「いいえ」を選択してくださ
い。こちらで選択した内容は交付申
請時に変更できませんので、よくご
検討ください。

1

2
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❶ - ❷ - ❸ - ❹ - ❺ - ❻ - ❼ - ❽ 経費明細｜資金調達内訳 - ❾ - ❿ - ⓫ - ⓬

経費明細の入力画面です。

19

事業全体に要する経費の資金調達
方法として金融機関からの借入金
が1円以上ある場合、【指定様式】金
融機関確認書の提出が必要です。

1

（A）

（A）

（D)の内訳を入力してください。

1

2

（D）

2

（D）補助金申請額

現時点での補助金額になります。
ただし、経費配分により必ずしも
（B）×補助率の額と同額にはなり
ません。

ファイナンス・リースを利用する場
合、「その他 ファイナンス・リース」
の金額と「資金の調達先」にリース
会社名の入力が必要です。

2

（D）

（A）の内訳を入力してください。
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❶ - ❷ - ❸ - ❹ - ❺ - ❻ - ❼ - ❽ - ❾ 書類添付 - ❿ - ⓫ - ⓬

書類の添付画面です。

20

ここまでに入力した内容に
基づき必要な書類が表示さ
れています。

書類の不備により不採択と
なる場合がありますので、
提出前に書類の内容はよく
ご確認ください。

様式類は、本事業のホーム
ページよりダウンロードでき
ます。資料ダウンロード

1

注意点

事業者の実在確認書類

個人事業主の提出書類は、「確定申
告書の控え（第一表）」「納税証明書」
になります。

１

2

損益計算書とあわせて、個別注記表
を添付してください。

製造原価報告書、販売管理費明細を
従来から作成されている場合はあ
わせて添付してください。

2

https://shoryokuka.smrj.go.jp/ippan/download/
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書類の添付画面です。

21

４

役員名簿

法人のみの提出書類です。

4

6

5

株主名簿

法人のみの提出書類です。

5

【参考様式】事業計画書（その１・その
２）のファイル

他の様式を添付いただいても結構
です。ただし、書類の作成において
は公開された様式の項目を参考に
してください。

関税影響事業者は、【指定様式】の
事業計画書を作成してください。

6

3

従業員数の確認書類

従業員数が変動して補助上限額が変
更となる場合には、【指定様式】労働
者名簿を提出してください。

個人事業主の提出書類は、「所得税
青色申告決算書」または「所得税白
色申告収支内訳書」になります。

3
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書類の添付画面です。

22

7

事業承継の加点を受ける事業者は、
事業承継の形態を選択し必要な書
類を添付してください。

7
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書類の添付画面です。

23

10

事務局が定めている提出書類以外
に提出が必要な場合など、「その他
資料」欄に書類を添付してください。

添付する際には、資料の内容と添付
の理由をコメント欄に入力してくだ
さい。

多くの書類を添付しても審査で有利
になることはありません。不要な書
類を添付しないようご注意ください。

10

8

9

任意提出ですが、提出の際には【指
定様式】を使用してください。

8

以下の資料がある場合は添付してく
ださい。

【導入予定の機器装置について】

・カタログ、説明資料

【導入予定の機器装置（50万円以
上）について】

・仕様、積算根拠が分かる資料
（参考見積書、カタログ、提案書、仕
様書等）

9



24

❶ - ❷ - ❸ - ❹ - ❺ - ❻ - ❼ - ❽ - ❾ - ❿ アンケート - ⓫ - ⓬

アンケートページになります。
回答をお願いします。

アンケートの画面です。

24
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❶ - ❷ - ❸ - ❹ - ❺ - ❻ - ❼ - ❽ - ❾ - ❿ アンケート - ⓫ - ⓬ 25

アンケートの画面です。
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認証コード発行メールのイメージ

認証コード

担当者メールアドレスに送信され
ています。ご確認ください。

メールが届かない場合、基本情報
画面へ戻り受信可能なメールアド
レスに変更し、再度認証コードを
発行してください。

1

1

❷ 基本情報の画面へ戻ることができます。

メールアドレスの認証画面です。

26
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修正が必要な場合、修正ボタンから各画面へ戻ることができます。

最終確認画面です。

ここまでに入力と添付を
行った内容が表示されてい
ます。

提出前の最終確認ページと
なりますのでよく確認のう
え提出ボタンを押してくだ
さい。

内容に問題がなければ提出をクリックしてく
ださい。事務局への提出が完了します。

提出が完了するとメールが送信されます。

応募申請が提出されました。
事務局からのメール連絡をお
待ちください。

27

注意点

審査にて不備や不足が確認され
た場合、事務局から差し戻しを
行いますのでご対応ください。



お問い合わせ

https://shoryokuka.smrj.go.jp/ippan/

中小企業省力化投資補助金（一般型）

28

https://shoryokuka.smrj.go.jp/ippan/
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